
05／10／25         参議院国会附帯決議 

 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

一．労働時間に着目した健康確保対策の実行に万全を期するとともに、賃金不払い残業への

厳正な対応や時間外限度基準の遵守の徹底に取り組むこと。また、始業・終業時刻の把握等

労働時間管理の徹底を指導するなど、重点的な監督指導を行うこと。 

。  

二．面接指導制度は、事業者に法的に課せられたものであることにかんがみ、その適切な実

施を図るため、義務規定に違反している場合又は努力義務規定の趣旨を満たしていない場合

において、事業者に対し必要な指導等を行うこと。また、労働者の意思を尊重しつつ、確実

に申出を行うことができるよう労働者が時間外労働時間数を確認できる仕組みの整備、申出

手続の整備及び労働者に対する実態体制の周知並びに個人情報の保護の徹底などについて事

業者を指導すること。さらに、メンタルヘルス対策として、地域産業保健センターや精神保

健福祉センターにおいて、労働者の家族を含め、相談をしやすい体制を整えること。 

。 

三．過重労働対策・メンタルヘルス対策を衛生委員会等の調査審議事項に追加するなど、衛

生委員会等の機能強化に努めるとともに、小規模事業場における安全衛生管理体制を強化す

るため、その在り方について調査検討を進めること。また、中小企業に対し過重労働対策・

メンタルヘルス対策の必要性について周知徹底を図るとともに、地域における労使の参加と

協力を進め、地域産業保健センターの機能と活動の強化を図ること。 

。 

五．労働時間等設置改善指針の策定に当たっては、育児・介護、地域活動、単身赴任、自己

啓発等を行う労働者の実情に応じた労働時間等の設置の改善を促進するものとなるよう留意

するとともに、年次有給休暇の取得率向上に向けて、計画的付与制度や長期休暇制度の普及

促進等実効性ある施策を推進し、一般労働者の労働時間短縮対策に尽力すること。 

。 

六．労働時間等設定改善委員会の設置を促進するよう周知徹底を含め実効性ある施策を図る

とともに、一定用件を満たした衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなすに当たって

は、法に定める要件が遵守されるよう、制度運用に万全を尽くすこと。 

。 

九．企業間競争の激化や働き方の多様化が進む中で、労働者の協力・参加の下で行う事業者

の自主的な安全衛生活動の役割が一層重要となることを踏まえ、その促進に向け格別の配慮

を行うとともに、学校教育の場においても労働安全衛生の必要性について指導の徹底を図る

こと 

。 

十．本法の内容と密接に関わる ILO第一五五号条約の早期批准に向けて、検討すること。 

  

右決議する。 


